
平成２３年度税制改正（地方税）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No ２７ 府 省 庁 名  厚生労働省        

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  事業税（外形） 不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（         ） 

要望 

項目名 
中小企業等基盤強化税制（中小企業情報基盤強化税制） 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 
 
中小企業等基盤強化税制（中小企業情報基盤強化税制）について、下記のとおり対象設備の見直しを行っ

た上で適用期限を２年間延長する。 
 

【対象設備の見直し】 

 中小企業等基盤強化税制（中小企業情報基盤強化税制）について、２年間の延長要望に当たり、対象設備

の見直しを行う。 
 具体的には適用実績が僅少であり、今後も利用の拡大が見込まれない連携ソフトウェアについて対象から

外すこととする 

 

・特例措置の内容 

 情報基盤強化設備等の取得をした場合に、取得価額の 30％の特別償却又は 7％の税額控除の選択適用 

 
 

 

関係条文 

 

地方税法第 23条第 1項第 3号、72条の 23第 1項、292条第 1項第 3号 

 

減収 

見込額 
－ （▲１６，８６１）（単位：百万円） 

 

要望理由 
（１）政策目的 

        ＩＴ投資の促進により、医療保険全体の効率化を図るため、保険医療機関・保険薬局が診療報酬の請求 
方法の電子化などＩＴ化の取り組みを推進する。 

 

（２）施策の必要性 

  平成 23年度当初までに診療報酬の請求方法を原則オンライン化することとしていたが、診療報酬等の請

求方法を原則として電子レセプト請求（光ディスク等を用いた請求又はオンライン請求）によるものとし、

平成 23年度に向けてレセプトの電子化を進めるという方針の下で、レセプトの電子化への対応が困難な保

険医療機関等に対し配慮する観点から、請求省令を見直し、免除又は猶予等の例外措置を定めることとし

たところであるが、レセプト電子化の猶予期間は最大で平成 26年度末であり、レセプトの電子化にあたっ

てレセプトコンピュータの整備等に一定のコストがかかるため、政策的にインセンティブを講じる必要が

ある。 

本要望に 

対応する 

縮減案 

 ― 
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合
理
性 

 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

基本目標 Ⅻ   国民生活の利便性の向上に関わるＩＴ化を推進すること 
施策目標２   医療・健康・介護・福祉分野の情報化を推進すること 
施策目標２－２ レセプトオンライン化のための取り組みを推進すること 

政策の 

達成目標 

ＩＴによる経営の最適化実現によって、平成 26年度末までに保険医療機関・保険薬局につい

て原則、レセプトの電子化を実現する。 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

２年間（平成２５年３月３１日まで） 

同上の期間中

の達成目標 
レセプト電子化普及率 100％を促進する。 

政策目標の 

達成状況 

平成 22年 6月現在、レセプト件数の 80％以上が電子化を実現。一方、歯科などの普及が遅れ、

施設数ベースでは依然 6割弱にとどまっている。 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

本年 7月に実施したアンケートにおいて、平成 21年度に情報基盤強化税制を利用したと回答

した企業が 42件であったのに対し、本税制を利用する予定があると回答した企業は 72件に上

り、今後、適用件数の拡大が見込まれる。 
（平成22年7月 「情報基盤強化税制に関するアンケート調査」 n=1,700） 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

本税制による経済効果として、ＩＴ投資の押上げ効果を試算すると、減税額１に対し、約１．

５７倍の効果が見込まれる。 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

 ― 

 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

 該当なし 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

 ― 

要望の措置の 

妥当性 

保険医療機関等がＩＴ化によって、さらなる効率化を図るためには、高度な情報セキュリティ
を備えるなど、一定の要件は課すものの、各保険医療機関等のＩＴ化の状況や、ニーズに応じ
て情報システム投資の内容を選択することが可能な、税制によって資金面での支援を行うこと
が最適である。 
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税負担軽減措置等の 

適用実績 

国税庁の「会社標本調査」結果から、平成 20年度に情報基盤強化税制を利用した中小企業の
適用件数は次のとおりであり、大企業を含めた全適用企業の内、中小企業の適用割合は 8 割以
上となっている。また、平成 20年度税制改正で大企業の適用額に上限を設定するとともに、下
限額の引き下げなど中小企業向けの制度拡充を行ったことから、１年間に適用された税額控除
額の総額に占める中小企業適用分は約 6％（平成 19年度）から約 12％（平成 20年度）へと倍
増している。  
製造業、卸売業、サービス業など多様な業種において利用されており、特定の業種への偏り

は見られない。 
 

【平成 20年度 中小企業適用件数】 

資本金 
区分 

100万円
未満 

100万円
以上 

 200万
円以上 

 500万
円 
以上 

1,000万
円 
以上 

2,000万
円 
以上 

5,000万
円 
以上  

 1億円
以上 

5億円未
満 

合計 

事業 

年度数 
8 10 - 70 238 - (428) (212) 966 

※（ ）で表示している計数は、標本数が僅少であることから参考値として表示したもの。 

国税庁「平成20年度 会社標本調査」 

【税額控除適用金額】 
年度  平成19年度  平成20年度  平成21年度  

税額控除適用額 44億円 15億円 155億円 

平成19・20年度：国税庁「会社標本調査」、平成21年度：財務省試算より 
 
【平成 20年度 業種別税額控除利用状況<大企業も含むデータ>】 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      国税庁「平成20年度 会社標本調査」 

税負担軽減措置等の

適用による効果（手段

としての有効性） 

平成 20年 9月末時点のレセプト電算化普及率 49.7％、レセプトオンライン化普及率 11.9％
であったものが、平成 22年 6月末時点でレセプト電算化普及率 81.2％、レセプトオンライン化
普及率 61.4％であり、本税制が寄与していることが伺える。 

前回要望時の 

達成目標 
平成 23年度当初までに、レセプトの原則オンライン化を達成する。 

前回要望時からの達

成度及び目標に達し

ていない場合の理由 

保険医療機関等の区分ごとにレセプト電子化への移行期限を設けており、期限が到来してい

なかった医科診療所、期限が到来していない歯科診療所への普及が遅れている。 

これまでの要望経緯 

平成 18年度 情報基盤強化税制創設 
平成 20年度 情報基盤強化税制延長 （大企業向け縮減、中小企業向け拡充） 
平成 22年度 中小企業情報基盤強化税制創設 （大企業分は廃止、中小企業向けに特化 
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